
※　申請書の受付後に　「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたしますので、

　　許可書の交付までの流れをご確認ください

●農地法３条許可事務処理のフロー図

※７日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、

許可処分

総会終了後の３日間で許可書を交付

・許可・不許可の審議を行う

・毎月２０日前後

　　　　　月曜日または翌日となります

・毎月７日　申請等の締切日許可申請書提出 

記載内容・添付

農業委員会総会

現地調査 

許可書の交付 


